
別紙１（第４条第２項第二号関係）

「標準的な労務費構成割合」（建築工事）※１

※１ 標準的な労務費構成割合は、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン
（令和７年１２月）」に記載されている割合であり、「建設資材・労働力需要実態調査結果」
（令和５年度工事実績）より、算出されたものである。
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